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総 説

森林認証@ラベ 1)ング制度の国際的動向と今後の研究的課題

芝 IE己*

International trend towards the forest certification and labeling systems and 

those related research issues 

Masami Sm日入機
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しはじめに

「地J;Jtにやさしい. í務{~克に配!長:した J などという tt

詩・~~のついた広告が耳新しかったH寺代は過ぎ，すっかり

なじみのものとなってしまった.消費者の怠織のまり

と共に，企業の生き残りには，無視することのできない

テーマが「域境問題対策jとなった.

l'ì~近では nS01400U に代表される認証を大

会諸きばかりでなく. rllJj、企業やIIfTT場ですら取るように

なってきた.さらに，地方自治体や大学などという i盗殺

に関わらないところでさえ，競ってN?c!，iliEをIfi(ること

を目指すようになってきている.

ta林認?tE指IJl主FCS(ForestCertification System)は，

l世界的な森林減少・劣化の111]艇と，グリーンコンシュー

マリズムの肉まりを背景として生まれた，第三者機関に

よる森林保全管理の若手資・認証システムであり，適切な

管場 (Well慣 managed) がなされている森林を総説し，

その森林から生産された木材・加工製品に独自のロゴマ

ークを付け，幅広く消費者に流通させようという市場を

巻き込んだ取組みである.政強的な拘束力はないが，現

在，森林認証を希望する森林所有者やグループと，認証

された木材・力fl工製品を生産.流iil1-販売させていこうと

する企業のネットワーク化が世界的に版関してきてお

り，森林の経営・管~m内務にも影響~!を及ぼしてきている

(11， 22， 26). 

森林認fiiEililJ1立は，今後，我がIRlの森林管理や木材流通
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に多大な影響を与えるとjE、われる. しかし，それがどの

ような影響であるか現時点では予iJllj不可能で、あり，その

ため制度の問題点や対応策については，これからの認証

事例の強み兎ねの議論によってのみf3・られるものと考え

られる.ヌ!司令では，森林認証・ラベリング制度のi主H続的

動向や考え方についてまず紹介し，わが閣のFSC認説森

林第一号・である「述水林業jの事例を過して，研究llriか

らみた問題点のいくつかについて議論する.なお，本論

の一部は， 2000年 4Hの森林言l.um学会シンボジューム

「森林認fiiEと持続可能なョ森林経営jで口頭発表した.

11.森林認証，ラベリングをめぐる毘際的動向と環状

1992年ゅの悶述環境開発会議 (UNCED)以降，地球環

域問題に対する問i続的な関心は一府高まっており，森

林・林業分野においても「持続可能な森林管峨SFM:

Sustainable Forest ManagementJに向けた政府・民

間レベルでの機々な収総みが線開されてきている.政府

間レベルでは， I副主における国際的な行動提案・政府間

パネル (ITTO， ATO， ヘルシンキ，モントリオール，

タラポト，アフリカ乾燥地域，北アフ 1) カ・ I:I~ 近東， 1:1:1 

米の8プロセス・イニシアティブ)の取りまとめや，版

印IJ(Principle)，Ji~iííÆ(Criteria)，指標(Indicator) ~こ|渇する

検討であり，民IllJレベルで、は認識E(Certification)・ラベ

リング(Labeling)なととの取級みで‘ある(九 8，13， 14). 

森林認証は，一定の悲惨 .m絡(Standard)を満たす森



16 

林経営が行われている森林管理j又Jlx(ForestManagement 

Unit: FMU)，またはその管理II主体を独立した第三者機

関が詳慨することであり，ラベリングはそのような森林

から生産された木材・加[製品に対して，必」見場から

lf~k!冬;ドj殺者にヨさるまでの全過程を跡付けるロゴマークを

w件.J'することであり，これにより ，Wi'J:li者に選択的なl府

立を求め，持続可能な森林経常・ 1首，:JIJ!への文様を促して

いこうとするものである (1j). 

このようなラベリング制度は， 1970年代後半からの欧

米諸国を中心とした環境NGOの様々なグリーン購入促

進述助(例えば， ドイツのブルーょにンジコユル:1978年，

スウェーデンのグッド球境チョイス:1987年，カナダの

環境チョイスプログラム:1988ilミ，スカンジナピア三矧

のノルデイツク・スワン:1 989ije'.など)に端を発してい

るが，森林1m組に関していえば，熱引i1qのもg月一j禁11:.と不
民支J1動と述動したものであった.しかしながら，各候i

NGO!iUの述備や消費者への斡談活動の不十分さ等がj京

!ぼ!となって，結果的には，規制のな

い環境ラベルの氾i舵と泊費者の不信

感という問題を生起させることにな
SFM 
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il!lJTui <EAPS)， WG2:森林竹:Jll!(ドM) の2作業部会

WGを設けている. SClのISO1400 1 (1:1:議及び利JIJ手引

き)及びIS014004(胤別，システム及び支援J支j去の・

般指針)， SC2のお014011 (1品交手)IJ日)， 1S014012 (慌

資格認準)及び1S014013(パブオーーマンス詳細)

など幾つかのj;J!絡は叫に発効している (1， 10. 20. 24). 

一方， l1.t lf~ rlJの全ての地域・森林タイプを対象として，

森林符時の実行・実績 (ManagementPerformance) jJg 

谷に基づく議査とラベリングを伴う形での認証を実施し

ているのは，後述するFSCのみである.区J-]に示すよ

うに，ドSCはこれまで憎別に議論・検討されてきた「持

続的森林管理:SF羽J. 環境管現システム:EMSJ， 

f環境ラベリング:ELP Jのー述のIJ.II続的流れを，横断

的に包抗して認紙の枠組みとしているところに大きな特

徴がある (3). 

この地，地域・ i五|レベルで独自の認椛・ラベリング、iliIJ

J立を行っているところもある.

E械S ELP 
った (2，7). Sustainable Environmental Environmental Labeling 

森林認iiiEflilJ)廷は，現在， lU:界的に

はi期務総準化機構ISO(InternationaI

Organization for Standardization) 

と森祢背理協議会FSC(Forest

Stewardship COllncil)が，*，心となっ

て践IJ目されている. lS0は森林問題

に特化しない，いわゆる生政管理活

動全般にわたる環境管盟システム
199 

EMS (Environmental Management 

System) を評{ifliする iIS014001J

j似合を認証の枠組みとして位i投付

け，内部実行規怖に!照らし合わせた

EMSのK.il~統的見逃しと改替の肢もマ

(Auditing) により，ラベリングを

l'ドわない認証を行っている. ISOは，

IIS014000シリーズ規絡jを展開す

るため，技術検討委員会TC207

(Technical Committee 207) に，

SCl :環境 Jl日システム (EMS)， 

SC2 :環境蚊査 (EA)，SC3:環境

ラベル(EL). SC4:環境パブオー'1，":-". . / .， 200 
マンス雨明li(EPE)， SC5:ライフサ

イクルアセスメント (LCA)， 

。

Forest Management 
Program Management System 

持続的森林管理 環境管理システム 環境ラベリング

欧米のヱコラベル

ブルーエンジェル
グッド環境チョイス
環境チョイスプログラム
ノルディック・スワン
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森林条約?

SC6 :用語及び定義 (T&D) の6分
l苦j 1 SFM， EriIS， ELPとFSCの動liiJ
ドrame、、!orkof the current 符rowi口氏 sLlstainabledevelopment movement as a global 

科会SCと， WGl:製品規格の管組 scheme initiated by SFM，εMS， ELP ancl FSC. 
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全ヨーロッパ認証制度 (PanEuropean Forest 

Certification Scheme : PEFC)は，フィンランド，ス

ウェーデン，ノルウェ…，フランス， ドイツの各11<1政府

が1:1:1心となって，EU全体の森林認~iE ・ラベリングの統

一規絡としてf(U生しているものであり，現夜10数カIJi.Iが

参加している (20). 

フィンランド森林認証制度 (FinishForest 

Certification Schemか Standard: FFCS)は， FSCのJJ江

民IJに従いつつ向l五!の森林資源や所有・経営形態を勘案:し

た関内森林経営のカ、、イドラインf向性絡を持ち，いわば，

PEFCの地域認説法準と呼べるものである.なお，

FFCS!立総統森林からの木材製品に対するラベリングは

行わない (5). 

インドネシアのNPO(非営利機関)であるエコラベル

研究所IEI(Lembaga Ekolabel Indonesia)は，1994iF 

以来，間|際林業研究センターCIFOR(Center 
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に沿って設定したI'iiJ内 6;1;~il色と 84の指1~~{ の枠総みで，

IS014001環境管暖システムに準拠した辞去を・評価方式

を取っている.カナダ環境税f若者協会CEAA(Canadian 

Environmental Auditors Associatiol1)から認定された

認祇機i掲が，実際の認証作業及び認、fitE散の発行を行い，

はIWfllIiされた森林iまj或DFA (Defil1ed Forest 

Areas)のみにj釦おされ，木材・ IJIlJ:製品へのラベリン

グは行われない (10，12). 

以上，現行の森林認・ラベリングililJ皮は，地域・悶

レベルで異なった様相を思しているが，管理規様・ i1/5i札

若手査方式等の特徴から分類すると，森林管理!の実行内脊

(Forest Management Performance)に基づく FSC方式

の認証制度と， IS014001に代表される管理システムの

蹴査 (AuditingManagement System)に基づく認証制

度に大泌される(荻-1)• 

[or International Forestry Res日arch) との共同

作業により，木材輸出簡の立場から独自のエコ

ラベリングの導入を行ってきており， CIFORは

引き続き11'1内の森林管羽!恭詩人の実認作業を展開

している.

i<.… 1 1'~;JIH規格. }，~jjl\lえび様変方式にjhづく Jjì行iì?!. 1iiEi!ílJ 伎のJ と l伐

Comparison of current certification systems bascd upon types of standard. 
applicability. Scopc. origins，日ndproduct labeling. 

インドネシア問犠，熱帯材の主要生産j認で、あ

るマレーシアにおいても，森林言思議EililJI廷に関す

る税桜ÉI(] な lr~組みが行われてきており， 1994年，

マレーシア第一次産業省とマレーシア木材協議

会が共!汚して， jl雰定的な構内木材認議1::委員会

NTCC (Natiomu Timber Certificat10n Committee) 

を発足させ， [主l 内でのIr~組みのための段終的な

ガイドライン作りを行っている (26). 

北米では，木材関連業界をI=j:'心とした認証ililJ

j交が， nn内の森林保全問題の社会的高まりに対

応すべく協議場入されている.

持続可能な林業イニシアティブ SFI

管理実行基準裂

Management performance standard 

認J正に')l;;;Lち， ~JJ， liij (J甘lこi1!J&;しなけ

れlまならない1Y]{i{Il化された外語!I的;J(

ii1cの実行義務

-特認できる水ijl(の実行会{射jEする

.生 1lf.~Í(Iラベル表示を終認する

.11れほ!IWSt O)災行ノ1(ìj~がj選 J&; される
まで改 l~;'幻予知Ij されない

・会ての地域・森林タイプへのi可等
的j必JIJがj付金誌である

-若手H!iキJIJl協議会:FSC 
-全ヨーロッパ森林総訳者IJIえ:

PEFC 
'1刻家主Lt各
同ブインランド梅林総iljEililJI交:FFCS
-インドネシγエコラベJvi!ilJJ~ : IEI 
ーマレーシア木材総iIJI:i!iIJJ.支:NTCC

管理システム監査基準製

Management process audit standard 

!ì~;Jlnの紋絞的%ほしと改J与を f~~iìjEす
るための I)~;i!iIlむ災行7)(W1のシステム

IH:f.主主のすミ行設務

.1詰 fLí: mt')~行水泳を保訴しない
・Lt旅物ラベjレ火示を草子認しない

-改品i'J，f行への滋1JC↑生や栄軟性カザ，)
し、

. t，:男I!ぷ体の特例iに応じて栄軟かっ

広範初lにj白川可能である

. I可際総準化機諮:JSO 14001 

. EULUl.~符 JIIl弘:dì'fliIJI~ : EMAS 

.Iftl話〈ガH各
明カナダ腕術i!，iJ会SFMプログラム

:CAN-CSA 
m 米側林業イニシアティブ :S円

(Sustainable Forestry Initiative)は，アメリカの大手

木材関述:iT:業で構成される全米林業-紙パルプ協会AF& 

PA (AmとricanForest & Paper Associatiol1)によるもの

で， SFMの災協力、イドラインにj慣らし合わせて現場で

のよ皆fl[[状況や作業1)守谷を内部的にチェックし，定期的に

その結果を報告して議資を受けるものである.認説得査

は悲本(10には協会に委ねられて¥，ミる (6，g). 

111.森林管理協議会FSCの森林認証・ラベリング制度

-_.jj，カナダでは， I主.JI;lqite，f;iEfliU肢として1996iFカナダ

脱絡協会CSA(Canadian Standard Associatio!1)によ

って永認された f持続的森林管理I!システム焼栴:CAN-

CSA Z808&Z809J (Canadian Sustail1able Forest 

Management System Stal1dard Z808 & Z80!))があり，

j揃fi背林及び祭'計林を対象としたそントリオールプロセス

i止界的スケールでの森林問題解決への‘手段として，

NGOや民間企業等が協調し， I森林認証(木材認証/ラ

ベリングとも呼ばれるけと呼ばれる新たな制度が生ま

れてきた.

この森林認証・ラベリング制度は， 5rtl立した第三者機

関が森林管理I!をある t~W\~こ照らし合わせて許制i し，

の水準を満たしている森林やそこから生産される木材-

;111工製lfhに対して平等観的な認定を与えようとするもので

ある. このような正十組員!として， J:;iliしたようにISO

を含むSFI， CSA，等があるが， Ifl:界r::1:'の全ての森林を

対象として，パフォーマンス(実行・完結)基準に誌づ



いてラベリングを伴う形での認説を実施しているのは森

林管理II協議会FSC(Fore日tStewardship Council)のみ

である.FSC(立国際的なNGOであるWWFを母体として，

その取組みはIS014001より先行しており， I枚米をqJ心

に121速にその実績を上げてきている.

FSC(i，“環境保全の点からみて適切で，社会的な使

誠にかない，経済的にも紺li<<iJellT能な森林管理"を推進す

ることを1:'1n~ とする.適切な管理がなされている森林を

認iiiEし，その森林から生jiをされた木材・力nこ[製品に羽!自
のロゴマークを付け， 11磁丘;く消費者に流通させようとい

う市場を巻き込んだ取組みである(11，12， 25). 

2000年2月，我がi習でのFSCの第一号認森林が三

時ilij:山11汀で誕生し(速水林業)，そのニュースはインタ

ーネットでそのほのうちに世界をかけまわった.また

2000年5月より，高知県の{;{'t.涼IIlrで森林組合をたJ'象とし

た森林認証作業(グループ認説/資 i)j~管明者認蹴)が開

始されており，年内には第二号が誕生する予定である.

このFSCがiJ之初に提議されたのは1990:fj:' -z:-，その後3

年間にわたる各国での協議の納采， 19931ド10月にカナ

ダ・トロントで設立大会が15制限された.そして，球境問

体，林業・林政梁i見JJili企業，先住民間体，政府関係者な

ど典なったグループの代表者ら25カ関130人により，

NPOの会員制組織FSCの設立が採決され期事会が発足

した.我が悶では，これまで， 1ft界自然保護法金日本委

民会WWF]apanが11ft…・の機関会員であったが，本年 6

月， J，ltJj:(の民間食業であるお村環境研究所がFSCの新た

なメンバーとして吉宮、められた(1]， 21). 

FSCの本部はメキシコのオアハカ(Oaxaca)に設liまされ，

2∞0年5月現i:t， 49カ l宝1369~受関/人が会践に名を連ねている.

FSCの理事は総会により選出されるが，その構成はlお

北l酒家llUの均撫だけでなく，社会，経済，

そして環境的世話而からみた利害関係の均衡

も関られるようになっている.会員は，社

会・経済・環境の 3グループ (Chamber)

に分けられ，各グループには投紫権が平等

に担分されている. 1週一 2は， 2000JF5Pl童話相

現有:でのlJtllJリ・代表グループ]JJjのFSCメン.!叩
λ 一

パー数を比較したものであるが，カナ夕、司
20 

(70)，アメリカ (59)，イギリス (:32)， ドイ

ツ(25)，オランダ(21)，ブラジル (20)の6

カi認で，全体のほぼ62%をr5めている.代

表グループ日IJの構成割合は， ffi1によって若

子の迷いが認められる. :~者の構成バラン

スがとれているのはカナダであり，アメリ

カ，イギリス，オランダ，ブラジルでは経

済問f本カペ ドイツ，ベルギー，スイスでは
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JJf~J1l 1現体のWU i:tが i渇くなっている.社会 111体の割合は，

いずれの閣でも低い.

FSCの主張な業務は，岳FSCJ以H日の改正，②|溜または

地域の認説法準の認定，①認mE機関(Certifier)の認定，

命認証機関による秘資給栄の;if.，H?:!， ~lì; であり， FSCI~lf本が

緑林をi忍託するのではなく， FSCが認定した認JiE機関に

よって実i怒の議資・認証作業が行われる. 2000年2)'J現

千五， FSCが認定した認証機関は|止界に7つあり，その内

訳はアメリカ 2(SCS/SmartW ood)，イギ、リス 2(SGS

Forestry /Soil Association)，オランダl(Skal)，スイス

l(IMO) ，カナダl(Silva)となっている(去・2). 

liiJ ):iliした三草原・の速水林業の森林認祇を行ったのが，

48 

衣-2 FSCが認定した11げよの必;ltE機関 (Certifier)
The FSC-accredited cenific日tionbodies (Certifiers) cllrrently 
(1999) operating throu認hcertification of forest m日nag巴ment
pr日ctice日atintむrnalionallevel. 

1 Forest Conscrvalion Pro日ramme of Scientific 
Certific日tionSyslem: SCS 

'};¥.平IJ機関:アメリカ

2 SmartWood Certification Programme ()f Hainforest 
Alliance: Smart九N'ood

~I;'F\~ 手 IJ機関:アメリカ

3 SGS Forestry(Qllalifor) Programmc: SGS Fore‘stry 
公平IJ機j勾-イキ、リス

ど1Woodmark of the Soil Associalion: Soil AssoCIation 

~I"ìlí"手 IJ機i勾:イギリス

5 SkaトforestryCenification: Skal 
非公平IJ機関:オランダ

G lnternational Maritimc Orga日ization(1良市rJ:Jj.投機): 

IMO Iftl辿:スイス

7 Silva F01‘cst FOlllldation: Silva (特定地域森林H11.Jll
JI，'段平日{約対カナダ

1 999"PII千巨
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アメリカの SCS(Scientific Certifica tion 

System)-C" 日1"，尚知県の4草原lIIrをj社主iして

いるのが1¥11じアメリカのSrnartW oodである.

FSCでは，熱tif，ii447，ヨli.梨'15:地域の全ての

;森林タイプを対象としているが，これまでに

t.iEされた森林の1tU誌は，数haから 100万hail:-超

えるものまで，その所有形態も民有林，共有林

(コミュニティーブオレスト)，ナト1;(;rA水寺;さまざ

まである， 2000年5月11‘?点で. FSCの認証を受

けた森林は. :31カ隠し 2:34カF!1f，総両政で1.778

7Jhaに及んでいる(鵠・:3)，ちなみに，この数

] 998~1: 12月の統計と比!I淡すると，えrfiiEI況を立

で10.7%.件数で56.0%. 同裁で41.0%のj時加を

示している.認証件数では，アメリカ (68)，ス

ウェーデン (27)，イギリス (22)，コスタ 1)カ

(1:3) ， ドイツ(11) が上付C5カ|主lであるが. illi 

続日IJで、はスウェーデン(約90473ha)，ポーラン

ド(約274万ha)，アメリカ(約184JJha).イギ

リス(約85万ha)，ftJアフリカ(約78万ha)の

)11((となっているけ札4)，なお，これらの認証.-:::::- 60 

のほとんと.'7'J'Sm日川Nood(46%) ， SCS(12%)，点

SGS(27%)の3認祇機関で行われており(附与).警

合f*の85%を占めている(1.9)， 題 400

FSCの認ITiEには，森林肉体を対象とする「様

持管疎!認iiiJ::Forest Management Certification 

(F~1)J と， fi!'!，iiiEされた森林からの生版物を対

象とする ，JJII~C ・流通j臨時符型II認 íÎiJ: : Chain 

of Custody(CoC)Jの二つがある (1ヌi・6). 以

1"にその特散を説明する.

(1 )森林管理認証 ForestManagement 

Certification (FM) 

FSCは， 1羽|誌を的な;森林;il}'J~JI に i到する FSCの

!日〔祭IJ (Principle: P) とJ主司令 (Criteria : C) 

を定めており (4).この，p& CJは， 10の

原則と 56の t~iI惨からなり(表ω:3). 1な界rj:tのあ

らゆるタイプの森林(熱;ffi，ilflI;Hf，盟;llHrrのま括 的

天然林 人工林)を対象として適用される詰 50

FSCはこれに基づき，各国/地J漢に迎合した官、総 40 

証基準の作成を進めている (1玄1-7)，認証機関 30 

は，この各l'iII/J也j或の基準がある場合にはそれ 20 

に照らし合わせて若手伝を行う.一方，このよ

うな恭準がない場合には. FSCの fP& CJ 

lニ整合した認fliE機関自らがイfする恭i与を，地

域関係者と協議した上でより現地に迎合する

ように修正する.この新たに箭定された認証

基準に基づき実際のす手査を行う.すなわち，

19 
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アメリカ イギリス ドイツ ブラジル 持iアフリカ コケJトダ ポーランド そのltl>.
スウェーヂン コスタI)")J オランダ メキシコ ポ，)ピア ゲアテマラ ソ悶宅ン路

liil-3 1み17)1JドSC総a正森林件数:200011: 5 Jl JJL伝
Number of certified forest sites by countries:日ollrc記If1・omドSC
www日i(eendorsed May 2000岨
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a 森林管耳l!1こ関するFSCの10原則jと56;!基準
申議T I 認証機関のためのF叩ガイドライン

i 占認定

a謹話iE:機関 認証機関毅鐙の基準
I (Certifier) 糊認協議

I .申請
審査'( I 

認 誌 I '依頼人
有効期間:5若手 ¥ (Client) 

定期監査 bO.係礎恥a

森林管理認証 一'加工・流通過韓管理認証
Chain of Custody : CoC Forest Management: FM 

は苓林;管理・経営|
| 造林 | 
| 保 育!
| 伐採~
i その偽~ I 

ラベル

流通

加工場

流;遇

販売時

FSC 

ラ
ベ
ル

FSC 

i事I 6 ドSCによる夜、林認:i1iE()"]I'J1l!;玄iiD::FMI})II工'ifrtiffiiE'H'JFiげ月H
認，;正:CoC)の微|栴

日i典 :WWド.Japa!lIîíli!W~~ 1: (ド訳、による森林辺、JiE.ラベリングの状況に

ついて. *N'I百科1199Dil'， 2 Jlサ， 1，，1-1を改変}

Bricf synopsis of over日IIforesl certifiむationasseSSl11cnt p1'ocess， 

including Chain of Cl1stody日ssessl11cntsfo1' pr・oductcertification 
(modificd frol11 lVIaezawa 1999). 

1'01<. RES" KYOTO 72 2000 

Þ. … 3 ドSCのJ寺統的森，f~;li1'JIl!のための 10 !J1lWJP#(I汁inciple) と 56

j主糸口Criteria):)j;lWJ 9 JえびJ，~ill!6.1 0， 10.9はFSCにより
l$)$)$){jミ1Jj改定

A set of l11む FSC's10 Principlcs (P#) and 56 Critcria (C) for 
Sドお'1:the rcvisioll of Principlc $) and thc addilion of Crilcria 
6.10 and 10.9 wcrc ralified by the FSC in Janl1al・y1999. 

P# 1: Compliance with Iaws ancl FSC principles(C6) 

JjjUllJ 1 : itflt と FSCJJiU11Jの~守( 6 )，同i¥)

P#2: Tenurc ancl us日 rightsancl responぉibilities(C3)

mu!リ2 保有権，使JU1作及び災務(:3 )，~iV\) 

P#3: Incligenous people's rights(C4) 

JJ;C則 3 先fH~の格手1]( 4 )，判長)

P#4: Community relatiolls and worker、rights(C5)

Ji;cnlJ 1[ : J也域社会との関係と労働宇?の~trt :fIJ( 5 N~W;) 

P#5: Benefits fl'om the forests(C6) 

JJiu!iJ 5 :森林のもたらす使級(6 )，~iV\) 

P#6: Environmental impact(CIO) 

JJ;(則 6 J~'UJ'~への彩務(10主主 ì\fi)

P#7: lvlanagemcnt plan(C4) 

お(則 7: ti'J!Il計 luJj( 1[法i¥fi)

P#8: Monitoring and日ssessment(C5) 

お(Uリ8:モニタリングと 11;/屯lIi( 5必然)

1'#9: Maintenance of high conservation value 

forests(C4) 

お(則 9: 1I.'.'j 11~議制lII i森林の1~~存 (4 JM¥i;) 

1'#10: Plantations(C9) 

Jl;l則10: ，h(l;1* ( 9 )，~ i¥[¥) 
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FSC's 10 Principles and 56 Criteria 

思
認証機関裁農の基準

Certifier's Generic Standards 

慣習慣督官費問
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認証機関の地域基準
Certifier's Regional Standards 

茶溺 米包 スウェーヂン

iえI 7 FSCの11iI'J Ûl Jl先日IJJ2mU，I~ivl;及びガイドラインの制~)災情iii
Hierarchical slruclure of ccrtificr'日日cnericguidclines for 1・f必ionalancl nalional FSC cerlificalio!1 standards， 
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FMC 1認証

⑭ 一個人の森林所有者
(管理者)

森林管理監域

RMC 
所有者の異なる綾数の ぷ ufで¥ 1認証

森林をまとめて管理して
いる管理受託者、あるい iい→ f寸 円 ・ a 門山室 1一一一一軒

は土地所有者組織等の
管理方法を認証する

グループ認証

Izl… 8 森林符泌総;111:(FMCl と1fi/J;l !j'i: ~IH一行泌総: lRMCl 
P1'incIpal difference between l1'adition臼1forest mana涼むmenlope1'日tioncertification (FiVlC) and lhむ resource
m日n<lはむrcertificatioll (HMC) without legal ri日htto lhe foreSl rcsou1'ce thal lhey m日日日記e.

認fijE機関は会での iP& CJを完全に満たすことを求め

るのではなく， 1]1や地域の実情に!おじて多少の柔il次な対

応を許符している.また，各国/地域の森林の所有状況

等(所有形態・規模)を考慮して，いくつかの認証方式

のオプションを用意している(j外8). i9Uえぱ，資源管発n
背認員iERMC(Resourcc Manager Certification)は，複

数の小規模な森林所有者やl除法jな管刻!主体をグループ化

し，その恰:J1H代表者を認証するものである (18). 

森林管理認議Eは，通常. 5 i!::問有効であり，認証後も

毎年併Jll日犬態にi刻する安祭が行われる. 5年後には同様

変が必要となる.

(2)加工・流通過程管理認証:Chain of Custody(CoC) 

加工"流遇通程管理認証

Chain of Custody: Coc 

木材困加工製品を対象

木材製品の加工・流通の全過程をよ詩:聴することであ

り， fi;訂正された森林からの木材を使用した製品が，認証

されていない森林からのものと混ざらないよう政資する

ことである.森林管理‘認証を受けた森林から ~I:.殺される

木材・かIJ工製品にはFSCのロゴマークが付けられる.す

なわち，このロゴマークを介して，泊費者l土木材・加工

製品が社会.~設境 iIíiで|主総的に合意されたFSCの rp & 
CJに従って管理されている森林から生産されたもので

あるということを線認でき，ロゴマークは森林保全を推

進する選択!肢をri'j~身者に与えることになる.なお，

SmartWoodはCoCのオプションとして(関-9)，使用済み

木材の 1)サイク)1.-や!琴平IJJIJ，林1)'.1放(胤倒被水)

SmartWoodのC o Cオブシ3ン

再活用木材認証:RWC

Rediscovered Wood Ceはification

リサイクル、再利用、林肉放置材(風俗i被寄木)の積極的利用

i究I 9 SmarlWoodによるCoCのオブシ 3 ン:flrifi IIJ ~， Æ;Llg ，l正RWC
Principal dijTerence between Sm日rlWoodChain of Cus[ody (CoC) c巴nificationand currently bcing developed 
J~ediぉco\'er(ゐd ¥Vood Cerli1Ication (I~WC) [or proclllct日madefroll1 1でcyclcd.rClIscd. reclaimむd01' salva只C¥'、!ood.
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の秘械的手IJ)IJを目的として， r持活用木材諸説 公-5 予備得fi:段|析で必裂となる=I:裂なえブ;:・資料

RWC CRediscovered Wood Certification) Jを

提議導入している (23). 

1¥11 relevant documentatIon， perIodIc reports and data on forestry praむlIcc日

maintaincd for a minimulll o[ 5 years neces日aryfor pl・e-assessmenland 
audits by the FSC‘s cerlificr [or Fivl and CoC cerlifications. 

FSCのこのような「森林符J!J!i12， lIII J， i加

工・流通過おi1"ì;~'I! 認HíLJ が ， rli#Jiを介して社

会・続出n~ にどのような影響をもたらすかを

JJ~II寺点で議論することは午前-かもしれない.

その腹自として，認託iliIJ)史そのものに対する

. ，îHiIIi策定にイi効・ 1単科、~~;J1l! 排水 . -'Í~íìta住Il I) スト

.lrrif者リスト

. ']:現在itilの)Jlllシ . 1勾係する行政惚
な文:ill:リスト |刈(J出|究j) iflLIIJIにi刻する泌 !見j(灼のリスト

・姦然ヨj品lI11hi ・ fる j.~ 1'1・JlI!日b.高l税制l
IVli l ::及び:ìf，ti.1.I~1

.1制I~il:;'欠，ìlllhi ~，!色J汚名・ì1JH!'l'
j品J~r) . ，iî'j!!~業符 1) ス j、

. 11:~t ~fJ. Ht:白紛

や'Tl '1~ h'1-1時.)~WWJ{*の 1)
-以後詰lïl~ilえぴ
似合否決定 ・.IE¥1;:>"FIIIJの {F ・ ~dlé ・;)， {f スト

1廷のてたMt&ひ

般的現角r(O・関心が必ずしも向くないこと，

悶/地jllx認識i恭準やプログラムの統一がなされ

"PíOJIJ'I:. J)rr'J~ 
・j脳級以，iI"l!hi {i'l ~( f!州市冒材 子定数hト ・[怒必ずるJIl!..h!:会

体のf干狩HI1本の
'1抑制i')JIII: 以ト

ていないこと，認証製品の流通最やJUtJ或がj浪

定されていること， 効身泉ミ的なi流皮j通邑.!販坂光を{

3ρ ) す企業参力加fJのj購lj:拡i昨ltJ波雪者クグやル一プ(侶Buye町rsダ，怠rouIが

の形成が未成熟であること，等が挙げられる.一方，こ

れらの条利二作りが比較的数ltlliされているイギリス，オラ

ンダを始めとする欧米地j或での量出向から，その影響をあ

る程度予測することはiiTi'i1Zであろう. i森林恰，;J!J!認fiiEJ，

「力ILT.・流通過程管理認証j別にその潜在的な秘話性を

まとめたものが表-4である.

Jと 4 ii2.，ilEJlk l~Hこ 1<1" う十日イI:(J(){従主主'I~I:
Oullook of pot巴ntialbencfit [01' markct opportunities for 
cel・lified[orestry operations and wood. 

森林管理認証 :FM
-森林行llll ・紙i{i\~の [11j~{ベヴlの符ÎrJ1(1~;W1illjの 11l~IE

. J~V]'g/HBlliに対する先日1& (1む役 iijリの総主11

-環境1111巡に敏感な市場への参入機会の拡大
・社会的・城崎(I{JI~:lj い Jがjflの準決投資家への flf保IÌIE

-松市E!;~:f. 1j~ システムに1'1'うね林%'JII\・ '1，以技術の総統的 1"1

加工・流温過穏管理認証:CoC 

. JJ;lJ}'ZIHJ泌に敏感な市場への参入機会の拡大
i自切にtl;J!Hされた滋材、からの木材'!JIIT製品のブランド

イヒ・プレミアム

. {OlUi'pmの改 l!\~や業務の効本化

-供給料路のIi1i議化によるii'jt~ iIi j，l}jについてのJiH併のi11ま

IV. FSCの認証審査・評価方式の枠組み

FSCの森林認証プログラムの手}JI託は，基本的に統一さ

れたものであるが，医J/地域の実情に応じて若手??を・詳細i

方式については認経機関ごとに弾力的な対応がなされ，

i議終的には各認説機関の裁殺に委ねられている.以下に，

FSCの主嬰な認証機関であるSmartW ood， SGS， SCSの

認証プログラムの特徴について説明する.

(1) SmartWood及びSCSの森林保全ブ口グラムFCP

(Forest Conservation program) (15， 16， 23) 

森林管Jll!にi渇する認証容資・評価は，予備若手交と本

f立)
. fj~+ぶ議会正データ
. 告にヤ:引L

JL 
' ・j自Jじの行政機

. ~.:総 '}JII工絡設。vrイf形態)
・木HiliJJJi及び111
ll!ilWl 

1%)-:)I<I'i)付心各所
iまJ1本将の 1)ス

若手査のこ:j攻防で行われる. まず予備審査では，認証詳lllfi

作業に先立つてJ.Q.1IIなされるべき管理項目がチェックされ

るが，この段時で1'+分な苦1I分が特定された場合， i IIIi 
提条件 (Pre-condition)Jの判定が下.され，本瀞恋は原

則的に行われない.この予備号待宣告段階において必要とさ

れる主要な文書実績資本1.を示したのが衣-5マある.

本秘資では，張改詩レベルの程度に応じて， i必須条件

(Condition) Jと「助法・従業 mecommendation)Jの

J都知の判定がなされる. 1持者は条件付の認証判定で，

これが指定されたJtJJ1111内に実行されない場合，認証は取

り?i!iされる.一方， 1走者は災施義務を伴わない改替提案

であり，段終的な認証取得を妨げるものではない.

Smart W ood， SCSのjlhj認はiE機I:¥¥jは，告i;Jm実行状況を

a千台Ifiする方式として， liiJe訟は誇Hilli必然ごとの実行状況を

5段階で採点する i5 }~( it~J を(手ふ6) ，後者は， AHP 

j去をベースに，森林保全プログラムドCPの枠組みで、ある

「木材資i邸の持続'I~I:J ， i森林生態系の維持， í!!~ 政およ

び干1:会経済性jの3プログラム:謀議ごとの関俄 (80点)

による判定i去を導入している:各フ。ログラム挺議を構成

する評価法礁の相対的み(品対比!I波法)と， ド{立指撚

を参考lこ100点ìlil~ì ，1~(で主された iWlillî法準備との相乗

磁の総手11をi羽鮪とする.認妊の jiTOとなる閥{自は，

SmartWoodの 5}立j去の f3: 1fT (必須条f!:選択1fJ)Jの

1< -G Smal't\司Toodの 5lXi去の符側 )jソ~
Qualitative scorin詰guidelincsassocialed with margin日lly
[ailing scores <lnd pel'fcct per[ormancc for each critcrion by 
SmartWood [or FlvJ certification町

雲寺点
評 価 判 定

実 行 状 態
|均十止条{午/必須条約/助バ '1}t~~

NI入巡11))11~ill\外 波!ji条件なし:、le均1;f.lj、へのiJ時なし
1 非常に劣る:好ましくない，前総条件

データイ，)Jl

2 劣.0:波紋本的己主邦子
:3 11]' 

4 f.!. 
5 1，援込

liijJ!t¥条件選択11]':必*S(条1'1
必須条件ii!i-tl(if]'
自リUI子・従業:必ぢ{条件なし
jめ託，J;t¥後なし
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評価レベルにほぼ出;放する.なお， SCSの竺i該評定11ミは
符点法 (SむoringSystem) とi呼称されている.

(2) SGSの審査・評価プログラムQualifor(18) 

SGSのii:2.fliE審査.f1'1'1illiプログラムは， f (~Ll aliíor JとIl手

ばれている.予備活Hfに続く本議査で， 6つの管理拭分

に分a3Iされた要求事項QR(Qualifor I?equirement)の

実行状況の有無と所見(子、inclings)の紛み合わせによる

定性的なチェックリスト方式で判定される.認証判定は，

Jと実行の嬰求事項の税皮に準拠した「是正処段裂前

CAR s (Corrective Action Reqllests) Jを査定するこ

とによってなされる.すなわち，

Major CARs :泣皮の是正処説裂前(複数の項目に関

して改務処置実行の判定がなされたよ括合で， 一月以内で

のj改行義務が求められる)

Minor CARs : !限度の是正処i泣要請(一項目のみの改

jg.・処fZl実行の要求で，次回の;夜祭11寺に再度判定される)

SGSのこのような認続方式は， IS09000， [S014001， 
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!lえ終認証 {illi報iyi!?の挺 It¥ Complete fin日i

certification report 

認llíE品古来の公rm'~提出・・嬰約書の公Ilf.j :Communicating 

finclings to the Pllblic 

f衣服者(Client)からFSCを通して認.iiE機関 (7認知:機関

のいずれか)への認証取得の裂前が怯えられると，指名

された認機関 (SCS)は，専門家(本審査でのチームリ

ーダ)を派i立して，まず山子1Jili;若手交 (Preliminary

evalllation) を行う.この段簡で， FSCの r-p& C: J以
前と基準J及び fll!，!，j)jE機関のガイドラインjに慾拠し

た森林の経営・管JlH内谷の実行状態が若手資され，問題

点の有無 (Pr・e-conclition)や認識:取得の可能性が非公

式に怯えられる.この結染により，本~~1'その実施が森

林所有若から正式に依頼され契約諮:が交わされる.こ

の契約書の内訳は，認誕の対・象となる f森林管制区域

FMSJ， f樹f1TU，CoC対象の「材組・ J;J;l.格J，f1i日正j明1l!]J

に|渇するものである.泣くに， lま誇I'IllIiチーム

EMASなどの科:理Ilシステム基準の散布方式のIlHllJとjち を務ijjJj立し (4:{:'1:アメリカSCSチ…ムリーダ]名， EPji::人

過している. メンバー3名人 i，~f!，~データの JI文集と分析作業を開始す

る， 1可i時に， ll'I'1illiチームはFSCの fp& cJ， 1互1/地j或の

V. SCSによる速水林業認証プロジェクトの審査概要 森林・林業に関する諸行政法を参考に，様変に越川す

(17， 19， 21) る計'1illi基準(地域JJlUliJ.基準)の草案を作成する.こ

「述水林業jを対象としてSCSによって実施された森

林五郎iE7
0

ロジェクト (FIvI及びCoCli.むjE)の概裂につい

て説明する.全体的な作業の流れは以 fの通りである.

認託IJ'I容・IlHilli対象の磁誌と決定:Determination 

the scope of the potential project 

対象森林の予告lli(事前)11げをの災施:Concluct a 

preliminary evaluation 

11:1込み・契約:Execute a contract 

評官uiチームの編成 Assemblethe evaluation 

team 

データのi伐採・分析:J¥nalyze ancl collect clata 

地域・利一色:関係者?との協議:Stakeholclers consultation 

iclentified ancl contactecl 

誇1' 1íl li~!はとの或みfすけ・掠点方式の制整: lvIoclify 

ancl weiはhtthe evalllation criteria 

員、1'1illi'採点 Assignnumerical performance 

scores 

計三和li結栄特干の作成:PI・epareclraft assessment 

report 

q存在結果への1t{!jij1者怠見の検討:Solicit ancl responcl 

to client review comm日nt日

PT-税ゴ!日立J1'1義武コメントの検討:Solicit ancl responcl 

to peer reVlew comments 

こでのミiミ裂な作業の一つは， FSC係員約(高iI3設側仙森

林の保全)に規定された高f思議幅値森林HCVF(High

Conserva1ion Value Forest) の植物生態学的属性の~~，定

と，森林管理院域内における:当該森林の有J1lfiを判定す

ることでみり，他は， FSCの森林保全プログラムドCP

の廿子となっている 3つのプログラム姿， (1)木材

資磁の持続性TRS(Timber Resource Sustainability)， 

( 2) 森林生態系の維持FEM(Forest Ecosystem 

Maintenance)， (:l) !日・政およひ喪主1:会経済制:FSE

(Financi設1and Socio-Ecol1omic) を檎 Jilt する釘寸lIiih~ 司(，

(Criteria)の選択と下放測定指標(Inclicator)の決定であ

る([)g]-10).斡定的に箭定した当該草案の客観性を検証

するため，森林認iliEに関係する地元のさまざまな分野

の利容関係者ト(Stakeholcler)が集まった公総会がIJH11liさ

れる.これらの手IJ IVJ係者とは，地方自治体(県・ ili

mT村)の林務担当者，森林組合，近隣の林染経営者，

木材流通力n::[染者，自然保諮問休，学術経験者，教育

関係者，従業員・縦用者，外部委託・|ご請け染者等々

である.公聴会では，主lこ，認読者査用地域iif1i1li法添
についてのコメント，依頼森林所有者への質販がな

され，その結果を誌に，草案の修正(持111ft~~i\fl .指 11~~

の見直し)や評価法準のj設女子皮・ 1立嬰!支の検討等が行

われる.これとH手!ぶして誇l'和tiチームは野外調査を行い，

各プログラム袈議に対応ずる許制li1i~i\なの相対的なlTi:み
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FSC原異性・基準の換封

地域捺劇・基準の鰯成
FMU 'HCVFの協議

プ出グラム要素:Program Element 

木材資源の持鱗性
Timber Resource 
Sustainability 

財政臨社会経済性

Financial and 
Socio叩 Economic

評備基準 Criteria

1.保統的収穫のための管寝苦十蘭 1.人工林i!ie鐙・機造による地域生態系への彩奇襲1 1.財政約安定性

2.人工林繁環と造林 2.人工林内の生態系保全性 2.地域社会と公益性

3.人工林収穫 3.湾)11.渓流域の侵食劉慾 3.資本及び人的投資

4.森林管理交綴・研究及び開発 4.化学物質の使用と管理 4.被庭用者・務負者の管理運営

5.企業約森林管理 5.生態系保余地域管理7"的ヲム及び方針 、
測定指標:Indicator 

ノ

|実I10 SCSの ~.H，j; 1栄公プログラムFCPの際的.[11/.;*

A structured eva!uation process based lIPOl1 the Forest Conservation Program (FCP) cslablished by SCS to 
COl1dllCl cerlificaliol1 assc日smenlof Hayami Forむ51managCI11巴ntoperatiol1s: lhe program invo!vcs a set of 
irnportancc・wei♂hledeva!ualion crileria (14) o!'即日izedwith threc pl・0符ramelerncnts. 

付けを行う (論文Hl.::l院法). 

誌2，iliE若手1Eのrj:J心部分である許制li'l'おえは， liij述したSCS

の得点j去を用いておこなう. 3プログラム要素を構成す

る個々の誇l'filJi基準の訴定(1 0 0点満点)に先立ち，メ

ンバー全員が判定基準としてポされた下位指標を

に，管理l!実行状態の長短所 (Strengthand Weakness) 

をリストアップし， 全l民ヨが合:1怠a窓怠にヨ主さるまでで、フブ占レ一ンスト

一ミングをt緋練f梨iりj返話しなカがfら;採采点の/パfイアスを澗4鮭定す2る3.

以上の7方!Ji.法i去ミで、全てのJ計'1刊|

みをかけて誇討詳l'斗引t制仙側u脈li恭司準tおよひび、これを総手和[日iしたブログラム夜嬰a 

楽のi故成詰a泳卒終冬制n的!内甘スコア…をi決jたと定する$ 認証判定のIJ削減は80点

が設定されており， 3プログラム攻:議の¥'¥i""れかでもこ

の閥植を下関った場合，総i1iE1f!.[1与はできない.なお，プ

ログラム袈議のスコアーが閥値以上の場合で、も， 8 0点

に満たない持制IÎ;J，~準があれば，それは管rtll尖行の状態が

不十分として f条件っき:ConclitionJの判定が下され

る.これは，認証判定が条1il:付であること，桁定された

期間中での改越を行わなければ認証が与えられないこと

を?怠l~とする. またこれとは日IJに，義務を伴わないよ同組内

符の改務指導としてはj;詩・提案:H.ecommendationJ 

が与えられる場合もある.

会F官lIiチームによって作成された認誕判定結

は，さらにその内平等を第三者によって専門的に秘資する

ため，より向!主なぜメIlJj的知識と経5食を布するピアレどュ

ーア (Peerreviewer: :3名) {ニ託される. もし何らか

の指摘があれば，それに対する問答と再検討を行い最終

的な報告:舎を{ノド)j立する.

最終定l'釧報告古 (FinalCertification Report 通常，

英語ないしはスペイン話)は，認紙機関からFSCに拠出

され， FSC理事会の投却により認の可否が決定される.

この最終誇HIIif.[l í~î' i:tj=は，原則として非公開であるが，者

査結栄に対ーする第三者からの正式な異議中しなてがあっ

た場合， FSCはIIKJ況を許可することになっている.ただ

し， FSCは1Vf:tを紡)!!‘の公平性・透明性を目的として，

終剖'11m報告f'1ヰの公 1Jf.J~約内:(public Summary)を1iiHJtし

ている.なお，認紙プロセスの滋終段i続として，認従業

務を扱当した機関(企梁.[1J:H本)には，公式のJ必で「認、

~Hri~~卒[Æ官会J を [JFJ保することが義務付けられている.
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VI‘ あとカずさ

「持続可能な森林管 ~r日 Sustainable Forest 

ManagementJを{確立するためのl主11続的な取組みが. @J 

各部政府のみならず民IIlJの機関においても総械

的に進められている.このような!Il:界的越勢の中. FSC 

による森林認証・木材製品のラベリングililJ皮の挑逃に閲

する取組みが急速に脱出している.世界的な木材輸入関

としての我が閣における今後の森林認証・木材製品のラ

ベリンク市IJJ交の動向は. TllJ品の~V克志向への変化，木材

輪出悶の取得の状況，先進["<1の取if1動|合j等と相刀:に 1)ン

クしているといえる.

森林認託・ラベリングHiIJ茂は，林業・林産梁界におけ

るそうした諸々のIIIJ践を全て解決できるという“パラ住"

の制度ではなく，認証が数多く行われていく 11'では，新

たなl1iH越がじる可能性も…十分 fiJ!!Jされる. しかしなが

ら， 1出止の行き詰まった現状に対し，インセンテイブを

与え，問題提起を誘導することは大いに Hfíl~である.そ

の ll!~1貯とからも，我がl事l 初j となった速水林業のFSC認証，

今年度中には取得するであろう高知県の総原町森林組合

の動きは，高く評価できるものである.

Ij{{fiiE;Iが1，1"・容主主方式については，今後，Jd4ーではFSC

の管理実行法Ws.(Management performance日tandard)

とIS014001の特，:J!f\システム~}~査恭添 (Management

領域の多分野化

現場との悉離

l立1-11 FSCi副党のI.l的と役'，IIIJ '1:.JlI'i' ilr[泌羽Jj)jへのま"的後jj文緩
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proces日 auclitstanclarcll の流れに搭ちfizくものと忠わ

れるが，国際的な議資・認証制i廷にWJしては， 日本の社

会的・文化的背:設を考!慈しつつ，間際的なレベルにも見

合った仕組みを構築していく必要がある. 1主1I付認祇機関

の設立，国/地域認証基散の策定， ii忠誠税査者の義成，

'必1E'評伝jii去のマニアル作成せ;への早急な取組みが求め

られるところである.

務者は，今IIJJ. SCSによる述水林業認証プロジェクト

の!こl本人メンバーとしてその議査作業に撚わる機会を得

た.その経験を通して感じたことは，は芝、iiil:-ラベリン

グiliIJl支は，森林の保全・管沼!から製品の加工一流通一販

売にヨミるまでの全過殺を一つの“価{，，:(述鎖 Value

Chain" とした，いわば間 r~;;~的な -m坊のロジスディクス

(Logistics) である.専門領域の多分野化，生産現場と

の活向If:等カf大学や仰f究機関で議論されて久しい.イ本学・

4水産学の関連分野が述携し，これらのi問題解決の“知

的後方支援"の役割を担う絶貯の機会を与えているJ
ということである(悶-11). 

故後lこ J塩水林業のd忠良il:フ。ロジェクトのチームメ…ト

として，また，その後も森林認tiEílíIJ l史研究会の発見・ ì~î

動等を通じて，多大なご協力を闘いている東京大学農学

生命科学研究科 白石山j彦助教授，街村環境研究所

村j詩王子所長， WWF]apan iIIT津英二i二氏， アミタ (11]ス

ミエイト)株式会社 伊藤健一氏，ならびに速水林業

生産m流遜現場

L電車gi事訴cs

Re日earchopportunilic日andmissiollS lhrollgh the rsc'日lJ・iparlIlemocIel to promotc sustainablc man社gemcnl()f forest --
intcllcclllal logistics fOl・ slIpplychain managむ口lent()f tilllbcr f1'ol11 lhc origiual forest 10 the encI lIser 
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.iili水 字代表に対して，ここに:rlを記してお札を EIIし上

げる.

深い洞察力と資重な経験を過した助設により，機会あ

るごとにご指導を]頁鍛している述水 勉前代表にも心よ

り感謝1t=1し上げる.
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